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主な改正の概要（平成 27 年 9 月 1 日適用） 

 
関税率表解説 

HS 番号 品  目 概     要 

第 25.01 項 除外品目の明記 
医薬品以外の衛生目的で使用される、小売用包装にした塩化ナト

リウム溶液（第 33.07 項）について、第 25.01 項（塩）から除外され

ることを明確化。 

第 29.30 項 ジチオカルボナートの一

般式 
英語版の Explanatory Note（以下、「EN」）において、(A)ジチオカ

ルボナートの一般式に誤りがあったことから修正。 

第 30.02 項 Topsalysin(INN)の分類 
WHO が設定する医薬品の「国際一般名称」（INN）の対象品目で

ある Topsalysin が、第 30.02 項（3002.90 号）の毒素の一種とし

て分類されることを明確化。 

第 33.07 項 該当物品の例示 
医薬品以外の衛生目的で使用される、小売用包装にした塩化ナト

リウム溶液について、第 33.07 項に該当することを明確化。 

第 35.06 項 調製接着剤の添加剤の

例示 
第39類のプラスチックに該当しない物品で、調製接着剤の添加剤

として許容される物品について追加。 

第 39 類総説 同上 同上 

第 44 類 総説の号の解説 
熱帯産木材として新たに追記された樹木の種類について、標準名

等を提案した機関名を追加。 

第 44 類 第 44 類 EN の ANNEX 
新たに熱帯産木材として追加された樹木の種類について、

ANNEX に追加。 

第 61.10 項 詰物をしたベスト 
防寒のため、他の衣類の上に着用する詰物をしたベストについ

て、第 61.10 項から除外され、第 61.01 項又は第 61.02 項に分類

されることを明確化。 
 
 

分類例規第一部（国際分類例規） 

HS 番号 品  目 概     要 

第 1511.90 号 未精製のパームステア

リン 
未精製のパームステアリンについて、パーム油分別物として、第

1511.90 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 1511.90 号 漂白し、精製し、脱臭し

たパームステアリン 
漂白し、精製し、脱臭したパームステアリンについて、パーム油分

別物として、第 1511.90 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 1904.10 号 押出しによりカールした

クリスプスナック食品 

引き割りしたとうもろこしに水分を加え、成型し、膨張・乾燥させた

後、ひまわり油及びチーズパウダーで味付けしたスナック菓子につ

いて、穀物を膨張させて得た調製食料品として、第 1904.10 号に

分類（通則 1 及び 6）。 

第 2007.99 号 桃のピューレー 
生の桃を潰して、濾したもの（網目が 0.4～0.8mm）について、ピュ

ーレーとして、第 2007.99 号に分類（通則 1 及び 6）。 
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HS 番号 品  目 概     要 

第 2106.90 号 青りんごのピューレーを

噴霧乾燥した調製品 

噴霧乾燥した青リンゴピューレーにマルトデキストリン（担体）を全

体の 57％加えたものについて、その他の食料調製品として、第

2106.90 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 2106.90 号 ほうれん草ジュースを噴

霧乾燥した調製品 

噴霧乾燥したほうれん草ジュースにマルトデキストリン（担体）を全

体の 70％加えたものについて、その他の食料調製品として、第

2106.90 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 2309.90 号 飼料用の調製品 
化学変性したパーム油、粗製の大豆レシチン、二酸化ケイ素等か

らなる細粒剤について、飼料用調製品（飼料添加剤）として、第

2309.90 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 3701.30 号 感光性プレート（未露光） 
オフセット印刷に使用される紫外線感光性プレート（未露光）につ

いて、写真用プレート及び平面状写真用フィルムとして、第

3701.30 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 6102.30 号 女子用の長袖の衣類（メ

リヤス編み） 

長袖で、ポケット及び襟を有し、前面がファスナーで開く女子用衣

類で、外衣にインナーとして取り付けられるようデザインされてお

り、本品のみで着ることも可能なもの。女子用衣類（編み物製でポ

リエステル 100％）として、第 6102.30 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 6210.50 号 女性用衣類（織物） 

長袖で、襟、ポケット及びフードを有する女子用の外衣。内部にフ

ァスナーで女子用衣類が取り付けられるようデザインされており、

本品のみで着ることも可能なもの。女子用衣類（織物製でナイロン

100％）として、第 6210.50 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 6307.90 号 クリーンルーム用の綿棒 
ポリプロピレンの柄に、二層の編み物製ポリエステル生地を熱圧

着した端部を持つ綿棒について、その他の紡織繊維製品として、

第 6307.90 号に分類（通則 1、3(b)及び 6）。 

第 8528.51 号 カラーモニター 
HDMI コネクタ、VGA コネクタ及びスピーカーを有する液晶カラー

モニターについて、主として PC 用に使用されるものとして、第

8528.51 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 8541.40 号 
62 個の発光ダイオード

が印刷基板上で組み合

わさったもの 

62 個の発光ダイオードを電気コネクタと共に、印刷基板上に一列

に実装したもので、液晶テレビのバックライト等に使用されるもの。

発光ダイオードとして、第 8541.40 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 8704.21 号 自動車 
物品の輸送用に設計された自動車であることが明確であるとして、

第 8704.21 号の貨物自動車に分類（通則 1 及び 6）。 

第 8711.50 号 自動二輪車 
消火器、ホース、タンク等の消火装置を有するバイクについて、モ

ーターサイクルとして、第 8711.50 号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 9019.10 号 マッサージチェア 
マッサージ機能が内蔵された革張りの椅子について、マッサージ

用の機器として、第 9019.10 号に分類（通則１、３（ｂ）及 6）。 

 
 


